
重要事項説明書 R8.6 

【訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業】 

 

1 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

  電話番号 ０８７９－６２－１２３４ 

  窓口時間 午前8時30分～午後5時00分 

2 土庄町ホームヘルパーステーションの概要 

（1） 訪問介護事業所の指定及びサービス提供地域 

事業所名 土庄町ホームヘルパーステーション 

所在地  土庄町淵崎甲1400番地25 

介護保険指定番号  香川県 ３７７１２００１２２ 

サービスを提供する地域  土庄町の区域 

（2） 営業時間 

   月曜日～日曜日 午前8時30分～午後5時00分（12月29日から1月3日までの日を除く。） 

3 職員の勤務体制 

管理者 1人  サービス提供責任者 1人以上  ホームヘルパー等 常勤換算2.5人以上（サービス

提供責任者を含む。） 

4 サービスの内容 

（1）身体介護に関すること 

   食事の介護、排泄の介護、衣類着脱の介護、身体の清拭、洗髪、入浴の介護などを行います。 

（2）生活援助に関すること 

   調理、衣類の洗濯、住居等の掃除、整理整頓、生活必需品の買い物などを行います。 

（3）相談、助言に関すること 

 生活・身上・介護に関する相談、助言、関係機関等との連絡などを行います。 

 （4）食生活の支援（買い物、調理、後片付け、相談・助言等） 

 （5）環境整備の支援（掃除、洗濯、布団干し、相談・助言等） 

 （6）健康管理の支援（身体整容及び入浴に関すること、相談・助言等） 

5 サービスの利用方法 

（1）サービスの利用開始 

① 事前に介護支援専門員又は保健師等とご相談ください。 

② 当事業所職員がお伺いいたします。 

③ 契約締結後、訪問介護計画及び訪問型サービス計画を作成します。 

④ サービスの提供を開始します。 

（2）サービスの終了 

① お客様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申出ください。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等でやむを得ない事情により終了させていただく場合は、終了1か月前までに文書で通知い

たします。 

③ 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・お客様が介護保険施設に入所した場合 



・お客様の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合 

・お客様がお亡くなりになった場合 

・利用者が小豆郡外に転居した場合 

④ その他 

・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家族

などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、お客様は文書で解約を通知することによって

即座にサービスを終了することができます。 

・お客様が、サービス利用料金の支払を3か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわ

らず 10 日以内に支払わない場合、又はお客様やご家族などが事業者やサービス従事者に対して本

契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合等は、文書で通知することにより、即座にサービス

を終了させていただく場合がございます。 

6 利用料金 

（1）利用料 

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、所得に応じて基本料金の1割又は2割又は3

割負担です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

○料金表 

【訪問介護】 

 
 

サービスの内容 
      

１回あたりの所要時間 

基本利用料金 
※（注１）参照 

利用者負担金 

１割 ２割 ３割 

身
体
介
護 

２０分未満 １，６３０円 １６３円 ３２６円 ４８９円 

２０分以上３０分未満 ２，４４０円 ２４４円 ４８８円 ７３２円 

３０分以上１時間未満 ３，８７０円 ３８７円 ７７４円 １，１６１円 

１時間以上１時間３０分未満 ５，６７０円 ５６７円 １，１３４円 １，７０１円 

１時間３０分以上 ３０分増すごとに８２０円を加算 ８２円加算 １６４円加算 ２４６円加算 

引き続き「生活援助」を算定する場合 

２０分から計算して２５分を増す

ごとに６５０円を加算。 

１，９５０円を限度とする 

６５円 １３０円 １９５円 

生
活
援
助 

２０分以上４５分未満 １，７９０円 １７９円 ３５８円 ５３７円 

４５分以上 ２，２００円 ２２０円 ４４０円 ６６０円 

※（注１）お客様の同意を得て、訪問介護員が2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【第１号訪問事業（旧介護予防訪問介護相当）】 

サービス名称 サービスの内容 基本利用料 
利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

訪問型独自 

サービスⅠ 

週１回程度の訪問型独自サー

ビス 

１１，７６０円／

月 

１，１７６

円 

２，３５２

円 

３，５２８

円 

訪問型独自 

サービスⅡ 

週２回程度の訪問型独自サー

ビス 

２３，４９０円／

月 

２，３４９

円 

４，６９８

円 

７，０４７

円 

訪問型独自 

サービスⅢ 

週２回を超える程度の訪問型

独自サービス 

３７，２７０円／

月 

３，７２７

円 

７，４５４

円 

１１，１８１

円 

 

 

 
【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 
 

加算の種類 加算の要件 加算額 
利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

初回加算 
新規の利用者へサービス提供した場合 

(１月につき) 
２,０００円 200円 400円 600円 

緊急時訪問 

介護加算 

利用者や家族等からの要請を受け、緊急にサービ

スを提供した場合(１回につき) 
１,０００円 100円 200円 300円 

介護職員等処遇改善 

加算Ⅳ ※ 
当該加算の算定要件を満たす場合 

上記基本部分と 

各種加算減算の合計の１７．０％ 

特別地域 

訪問介護加算 ※ 
当事業所が特別地域に所在する場合 上記基本部分の１５％ 

（注）※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

   ※介護保険法に定める基準単位等が改正された場合、基本料金はその単位に単価を乗じた額に読み替え、 

加算は、その単価もしくは加算率に読み替えるものとします。 

（2）その他 

① お客様の住まいで、サービスを提供するために使用する水道、ガス、電気、電話等の費用はお客様

のご負担になります。 

② 特別な場合を除き、毎月20日までに前月分の利用料を請求させていただきます。 

7 サービスの利用に関する留意事項 

（1）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数

の訪問介護員が交替してサービスを提供します。 

（2）訪問介護員の交替 

① お客様からの交替の申出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合は、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情

その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができ

ます。ただし、お客様から特定の訪問介護員の指名はできません。 

② 事業者からの訪問介護員の交替 

当事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 

訪問介護員を交替する場合は、お客様及びお客様の家族等に対してサービス利用上の不利益が生じ



ないよう十分に配慮するものとします。 

（3）サービス実施時の留意事項 

① 定められた業務以外の禁止 

利用者は、定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。 

② 訪問介護サービスの実施に関する指示、命令 

訪問介護サービスの実施に関する指示、命令はすべて事業者が行います。ただし、事業者は訪問介

護サービスの実施にあたってお客様の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 

（4）サービス内容の変更 

サービス利用当日に、お客様の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、

サービス内容の変更を行います。 

（5）訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、お客様に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

① 医療行為又は医療補助行為 

② お客様若しくはその家族等からの金品等の授受および貸借 

③ お客様ご本人以外の部屋の掃除など 

④ 庭の草むしりなど、普段の暮らしに差し支えがないもの 

⑤ 大そうじなど、普段はやらないような家事 

⑥ お客様若しくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑦ その他お客様若しくはその家族等に行う迷惑行為 

8 秘密の保持 

  サービスの提供をする上で知り得たお客様及びお客様の家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏

らしません。この守秘義務は契約終了後も継続いたします。 

9  ハラスメント防止の取り組みについて 

（1）当事業所は、ハラスメントに対する対応方針を策定し、職員個人の尊厳が保たれる職場環境境の整備

に努めます。 

（2）職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また定期的に話

し合いの場を設け、ハラスメント発生状況の把握に努めます。 

（3）ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に

対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講ずるものとします。 

10 カスタマーハラスメントへの対応について 

 （1）当事業所は、すべての利用者に安心して介護サービスをご利用いただくとともに、職員

が安全で働きやすい環境を確保することを大切にしています。そのため、利用者またはご家

族からの言動のうち、社会通念上相当な範囲を超え、職員の就業環境を害するおそれのある

行為については、カスタマーハラスメントに該当する場合があります。具体的には、次のよ

うな行為が該当することがあります。 

①大声で叱責や威圧的な言動 

②人格を否定する発言や差別的な言動 

③業務の範囲を超えた過度な要求 

④長時間にわたる執拗な要望やクレーム 

 （2）カスタマーハラスメントの行為が認められた場合は、複数名の職員での対応やサービス提供方法の見

直しについて、ご相談させていただくことがあります。なお、介護サービスに関する正当なご意見、ご要

望、苦情につきましては、誠意をもって対応いたしますので、お申し出ください。 

11 虐待防止の取り組みについて 

当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるよう



努めます。 

（1）当事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について、職員に周知徹底します。 

（2）当事業所における虐待防止のための指針を整備します。 

（3）当事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 

（4）当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに

これを土庄町に通報します。 

（5）当事業所は次の通り虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。 

虐待防止に関する責任者    土庄町健康福祉課長 

虐待防止に関する担当者    鳥井基史 

12 業務継続に向けた取り組みについて 

（1）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施する

ため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に

従って必要な措置を講じます。 

（2）職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施します。 

（3）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

13 感染症の取り組みについて 

当事業所において感染症の発生、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

（1）当事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね

６月に１回以上開催するとともにその結果について職員に周知徹底します。 

（2）当事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

（3）職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

14 身体的拘束等の適正化について 

（1）当事業所は利用者又はほかの利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束を行ってはならないこととします。 

（2）身体的拘束を行う場合はその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急をやむを得

ない理由を記録します。 

15 賠償責任 

  サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由によりお客様の生命・身体・財産に損害を及ぼし

た場合は、お客様に対してその損害を賠償します。 

16 緊急時の対応方法 

（1）緊急時の対応 

サービスの提供中に病態の変化等があった場合は、速やかに主治医、親族、居宅介護支援事業者等へ

連絡します。 

（2）事故発生時の対応 

事業者の過失により事故が発生した場合は、誠意をもって対応します。 

17サービスに関するお問い合わせ 

（1）お客様相談、苦情窓口 

居宅介護サービスに関するご相談、苦情及び居宅サービス計画に基づいて提供しているサービスにつ

いてのご相談、苦情を承ります。 

連絡先 土庄町ホームヘルパーステーション相談・苦情受付窓口 鳥井基史 

電 話 ０８７９－６２－１２３４ （月曜日～金曜日  午前8時30分～午後5時00分） 



 

連絡先 土庄町健康福祉課 介護保険担当者  

電 話 ０８７９－６２－７００２ （月曜日～金曜日  午前8時30分～午後5時15分） 

 

連絡先 香川県国民健康保険団体連合会 介護保険課  

電 話 ０８７－８２２－７４５３ （月曜日～金曜日  午前9時00分～午後5時00分） 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

訪問介護サービスの提供開始にあたり、お客様に対して本書面に基づき、重要な事項を説明しました。 

 

事 業 者： 土庄町   

所在地：香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地25 

 説明者：土庄町ホームヘルパーステーション 

                      ㊞ 

 

私は本書面により、事業者から訪問介護サービスについての重要な事項について説明を受け同意しました。 

 

利 用 者 

 住 所：                                   

  氏 名：                 ㊞ 

 

私は、本人の意思を確認し本人に代わり上記署名を行いました。 

本人との関係：                     

署名代行事由：                     

署名代行者住所：                               

氏     名：                   ㊞  

連  絡  先：                      


